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特定者用定期乗車券発売規則の一部改正 

 

特定者用定期乗車券発売規則の一部を次のように改正し、令和８年７月１日から施行、令和８年４月１日から適用する。

また、この公告の施行に伴い、旧様式のものは当分の間使用することができる。 

青い森鉄道株式会社 

現    行 改    正 

特定者用定期乗車券発売規則 特定者用定期乗車券発売規則 

（前略） 

附 則 

この規則は、平成 14年 10月２日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前略） 

附 則 

この規則は、平成 14年 10月２日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和８年７月１日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
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現    行 改    正 

別表第１（第６条） 

(1) 社会福祉事務所長発行用 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第６条） 

(1) 社会福祉事務所長発行用 

 

 

（中略） 
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現    行 改    正 

別表第２（第６条） 

(1) 社会福祉事務所長発行用 

   

 

 

別表第２（第６条） 

(1) 社会福祉事務所長発行用 
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現    行 改    正 

別表第３（第７条） 

(1) 社会福祉事務所長発行用 

 

別表第３（第７条） 

(1) 社会福祉事務所長発行用 
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現    行 改    正 

 

 

 備考 乗車船区間欄及び居住地欄は、特定者において記入するこ

とができる。 

 

 

 

 備考 乗車船区間欄及び居住地欄は、特定者において記入するこ

とができる。 
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現    行 改    正 

(2) 市町村長発行用 

 

備考 (1) ６枚つづりとする。 

    (2) 裏面に前号の裏面の注意事項を印刷する。 

(2) 市町村長発行用 

 

備考 (1) ６枚つづりとする。 

    (2) 裏面に前号の裏面の注意事項を印刷する。 

 


